
令和８年度事業概要                              

事 業 名 総合相談（総合相談事業）                 （歳出：４－３－１） 

令和８年度当初予算 １６，４８６千円 事業実施主体 蔵王町 事業開始年度 H１８年度 

補助・単独の別 補 助 補 助 率 国38.5％ 県19.25％ 町19.25％ 第1号保険料23％ 
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老人福祉法 

介護保険法 

身体障害者福祉法 

生活保護法 

地域支援事業実施要綱 
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○総合相談 

 

【日 時】随時受付 

【場 所】来所相談、困難な場合は居宅訪問 

 

※継続して支援が必要な場合は、各関係機関

や、介護保険事業所へつなぎ、連携する。 

 

○総合相談の統計、分析 
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高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい

生活を継続していくことができるよう、総合的な窓

口として、高齢者本人やその家族、関係機関からの

相談を受け付け、その内容に応じて、適切な関係機

関や制度、サービスにつなぎ、継続的な支援を行う

ことを目的とする。 
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高齢者が地域で安心して生活ができるよう、本人、 

家族、民生委員などのさまざまな相談を、適切な機

関や制度へつなぎ、継続的に支援する。また、相談

先である地域包括支援センターの周知を行う。 
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【実績】 

総合相談受付数  （令和７年度については令和８年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談の傾向としては、身寄りなし、親族との関係希薄、経済苦から来る介護問題など、複合した内容が多

くみられ、経済苦が背景にある相談が多くみられた。介護サービス調整に時間がかかったり、家族が就労し

ているため本人の状況を把握しておらず、サービス利用の必要性について理解が得られなかったりと、課題

解決までに時間を要した。また、高齢の親と障がいを持つ子のケースも多くあり、今後の権利擁護対応も必

要になってくることが見込まれる。 

地域包括支援センターだけで解決できない場合は、各関係機関へつないだり、必要時は弁護士などの司法

職につないだりなどの支援を行った。 

 

－７－ 

 実人数 延人数 

令和４年度 １８８人 ５４９人 

令和５年度 １１８人 ３４０人 

令和６年度 ２５５人 ３５１人 

令和７年度 １６４人 ４３０人 

相談内容の内訳 

 介護保険制度 認知症等 身体症状 住まい等 
福祉 

サービス 
その他 

令和４年度 １９９ ９８ ２９ ５７ ４ １６２ 

令和５年度 １０２ ２３ ０ ５５ １１ １４９ 

令和６年度 ８０ ３８ ０ ５５ １０ １６８ 

令和７年度 １１２ ３８ ８ ２２ ７ ２４３ 

 


